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三田市条例第  号 

 

三田市子育て支援のための医療費の助成に関する条例の一部を改正す 

る条例 

 

三田市子育て支援のための医療費の助成に関する条例（平成２２年三田市条例第

４０号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１０号を同条第１１号とし、同条第９号の次に次の１号を加える。 

(10) 低所得者 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が医療保険各法の

給付が行われた月の属する年度（医療保険各法の給付が行われた月が４月から

６月までの間にあっては、前年度とする。以下同じ。）分の地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）の規定による市町村民税（同法第３２８条の規定によって

課する所得割を除く。）が課されていない者（市町村の条例で定めるところによ

り当該市町村民税を免除された者を含む。）であり、かつ、その属する世帯の世

帯主及びすべての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年

（医療保険各法の給付が行われた月が１月から６月までの間にあっては、前々

年とする。以下同じ。）中の公的年金等の収入金額（所得税法（昭和４０年法律

第３３号）第３５条第２項第１号に規定する公的年金等の収入金額をいう。）及

び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額（地方税

法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、その額が０を下

回る場合には、０とする。）の合計額が８０万円以下である者をいう。 

第４条を次のように改める。 

（助成の範囲） 

第４条 市長は、乳幼児等及びこどもの疾病又は負傷について、規則で定める手続

に従い、次に掲げる額を助成する。 

(1) 乳幼児等及びこどもの入院療養である場合 医療保険各法の給付が行われた

場合における被保険者等負担額に相当する額 

(2) 乳幼児等のうち６歳に達する日の翌日以後の最初の３月３１日を経過してい

ない者の入院以外の療養である場合 医療保険各法の給付が行われた場合にお

ける被保険者等負担額に相当する額 

(3) 乳幼児等のうち６歳に達する日の翌日以後の最初の３月３１日を経過した者



及びこどもの入院以外の療養である場合 医療保険各法の給付が行われた場合

における被保険者等負担額に相当する額から、１日につき４００円（乳児保護

者、幼児等保護者又はこども保護者の属する世帯の医療保険各法の給付が行わ

れた月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第２９２条第

１項第２号に掲げる所得割（同法第３２８条の規定によって課する所得割を除

く。）の額（同法第３１４条の７並びに同法附則第５条の４第６項、同法附則第

５条の４の２第６項及び同法附則第７条の２第４項の規定による控除をされる

べき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。）の合計額が２３５，０

００円以上の場合には、８００円）を一部負担金として控除した額。ただし、

低所得者である場合及び同一の月に同一の保険医療機関等において２回を超え

て給付を受けた場合は、控除しない。 

２ 前項第３号に規定する一部負担金の額は、当該被保険者等負担額を超えること

ができない。 

３ 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等にあっては、第

１項第３号の規定の適用については、それぞれ別個の保険医療機関等とみなすも

のとする。 

４ 市長は、第１項第３号に規定する一部負担金について特別の理由により支払う

ことが困難であると認めるときは、当該一部負担金を免除することができる。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年７月１日（以下「施行日」という。）から施行す

る。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の三田市子育て支援のための医療費の助成に関する

条例（以下「新条例」という。）の規定は、施行日以降に受けた医療につい

て適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の

例による。 

 （助成の特例） 

３ 前項の規定にかかわらず、施行日から平成３２年６月３０日までの間に受

けた医療に係る医療費の助成については、新条例第４条第１項第３号中「８

００円」とあるのは、「４００円」とする。 


